
情報関連産業立地促進事業
成長産業である情報関連産業において、新規立地及び事業拡大を促進し、地元人材活用による情報関連技術者の育成と
仕事づくりを図るため、賃借料等や人材育成費の一部を補助

秋田県

助成型（※2）

人材育成・雇用

県内に本社を有し、情報関連事業の売上が企業全体の売上の過半を占める中小企業

2021年3月22日～2025年3月31日

①建物・機械設備等の賃借料：20％（3年間）
②通信回線使用料：20％（3年間）
③新規常用雇用者の人材育成費：新規設立の場合…50万円、事業拡大の場合…30万円/人
・年(3年間)

操業開始日以後１年以内に新規常用雇用者のうち情報関連技術者が次の人数以上に増加し
、３年を経過するまで継続して５人以上であること。

補助限度額：年間3千万円

産業労働部 産業政策課デジタルイノベーション戦略室
電話：018-860-2245

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/10087
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